
選択科目    

答案用紙 

 

 
 

  

技術部門                   部門  

専門とする事項   

○解答欄の記入は、1マスにつき 1文字とすること。なお、英字・数字は 1 マスに 2文字を目安とする。 

受験番号 

問題番号  Ⅰ －      

●答案用紙の解答欄の枠内に記載した解答のみ採点対象とします。                              24字×25字 

← 解答する問題番号（１又は２）を点線の枠内に必ず記入すること。 

●受験番号、技術部門、選択科目、専門とする事項及び問題番号の

欄は必ず記入すること。 

Ⅱ ― １  

立 地 適 正 化 計 画 の 各 誘 導 区 域 内 外 に お け る 市 街 化 の

適 正 化 に 資 す る 制 度 を 述 べ よ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 年度 技術士第二次試験答案用紙 
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●答案用紙の解答欄の枠内に記載した解答のみ採点対象とします。                              24字×25字 

各 誘 誘 導 区 域 内 に お け る 市 街 地 の 適 正 化 に 資 す る 制

度 を 以 下 に 述 べ る ①  

 

１  都 市 施 設 誘 導 区 域 内 ②  

・ 特 定 用 途 誘 導 地 区  

誘 導 施 設 を 有 す る 建 築 物 に つ い て 容 積 率 ・ 用 途 制 限

等 の 緩 和 を 行 う ③ 。 例 え ば 、 老 朽 化 し た 医 療 施 設 等 の

建 替 え 、 増 築 や 新 築 の 際 に 本 制 度 を 活 用 す る こ と が 想

定 さ れ る ④  

 

２  居 住 誘 導 区 域 内  

・ 都 市 計 画 の 提 案 制 度 ⑤  

⑥ 都 市 計 画 法 や 景 観 法 に 基 づ き 、 居 住 誘 導 区 域 内

に ２ ０ 戸 以 上 の 住 宅 を 整 備 し よ う と す る 者 は 、 用 途 地

域 や 地 域 地 区 な ど 住 宅 地 の 良 好 な 環 境 、 景 観 を 保 全 す

る た め の 提 案 を 行 う こ と で き る ⑦ 。  

② →都市機能誘導区域 

③ 大事な適用条件である「特定用途誘導地区」の定めについて記述しましょう。 

④ これも条件が書いていません。「誘導施設として病院を定めた場合」といった条件をしっかり書

きましょう。 

① 題意と同じなので、不要。 
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３  居 住 誘 導 区 域 外  

・ 居 住 調 整 区 域 ⑧  

今 後 工 場 等 の 誘 導 は 否 定 し な い も の の ⑨ 、 居 住 を 誘

導 し な い こ と と す る 区 域 に お い て 住 宅 地 化 を 抑 制 す る

た め に 定 め る 地 域 地 区 で あ る 。  

・ 跡 地 管 理 区 域 ⑩  

空 き 地 が 増 加 し つ つ あ る 既 存 集 落 や 住 宅 団 地 等 に お

い て 、 空 き 地 に お け る 雑 草 の 繁 茂 、 樹 木 の 枯 損 等 を 防

止 し 、 良 好 な 生 活 環 境 等 を 維 持 す る た め 、 跡 地 等 の 適

正 な 管 理 を 必 要 と す る 区 域 及 び 跡 地 等 の 管 理 に 係 る 指

針 を 定 め る こ と が で き る 。         以 上  

 

 

 

 

 

⑧ →「居住調整地域」 

⑨ なぜ工場の話が出てくるのですか？ 

⑩ →「跡地等管理区域」 

⑤ 景観計画についても触れているので、「都市計画・景観計画の提案制度」または「都市計画等の

提案制度」としてはどうでしょうか。 

⑥ 都市計画の提案制度はすでに存在する制度であり、居住誘導区域になっていると提案できる者が

追加されるといった主旨を表すため、「従来の提案制度に加え」を追記してはどうでしょうか。 

⑦ →「行うことができる。」 
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１  都 市 機 能 誘 導 区 域 内  

（ １ ） 特 定 用 途 誘 導 地 区  

都 市 機 能 誘 導 区 域 内 で ① 、 誘 導 施 設 に 限 定 し て 容 積

率 や 用 途 規 制 の 緩 和 を 行 う 一 方 、 そ れ 以 外 の 建 築 物 に

つ い て は 従 前 通 り の 規 制 を 適 用 し 、 誘 導 施 設 を 有 す る

建 築 物 の 建 築 ② を 誘 導 す る 。  

例 え ば 、 誘 導 施 設 と し て 病 院 を 定 め た 場 合 老 朽 化 し

た 医 療 施 設 等 の 建 替 え 、 増 築 や 新 築 の 際 に 本 制 度 を 活

用 す る ③ 。  

 

２  居 住 誘 導 区 域 内  

（ １ ） 都 市 計 画 ・ 景 観 計 画 の 提 案 制 度  

従 来 の 提 案 制 度 に 加 え 、 民 間 事 業 者 等 が 、 居 住 誘 導

区 域 内 に ２ ０ 戸 以 上 の 住 宅 を 整 備 し よ う と す る 者 は 、

④ 都 市 計 画 及 び 景 観 計 画 の 提 案 制 度 を 活 用 し 、 良 好 な

居 住 環 境 の 創 出 を 図 り 、 居 住 を 誘 導 す る ⑤ 。  

 

（ ２ ） 居 住 環 境 向 上 用 途 誘 導 地 区  

④ 「・・・が、・・・は」と主語が連続しています。 

⑤ 誘導するのは、民間事業者でも、整備しようとする者でもありません。主語述語の関係がおかしい

ですね。 

① 適用条件は、都市機能誘導区域内のみでなく、特定用途誘導地区を定めることも述べないと片手落

ちです。 

② →「立地」 

③ 本制度とは何ですか。→「緩和を適用する」 
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日 常 生 活 に 必 要 な 施 設 の 立 地 を 誘 導 し 、 居 住 誘 導 区

域 に お け る 生 活 の 利 便 性 を 向 上 さ せ 、 居 住 を 誘 導 す る

⑥ 。  

 

３  居 住 誘 導 区 域 外  

（ １ ） 居 住 調 整 地 域  

居 住 を 誘 導 し な い 区 域 で 、 住 宅 地 化 を 抑 制 す る た め

に 、 居 住 調 整 地 域 を 指 定 す る ⑦ 。  

 

（ ２ ） 特 定 用 途 制 限 地 域  

 非 線 引 き 白 地 地 域 で 大 規 模 集 客 施 設 の 立 地 を 制 限 す

る 特 定 用 途 制 限 地 域 を 設 定 す る ⑧ 。      以 上  

 

⑧ ⑦と同様。 

⑦ 抑制するための行動を書くのではなく、居住調整区域という制度を説明しましょう。 

⑥ どうやって誘導するのか、制度の内容を説明すべきです。 


